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歯科材料 09 歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー（16670000） 

 

SDダイヤモンドバー 
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【形状・構造及び原理等】 

1. 形状 

 

2. 主な原材料 

作業部：ダイヤモンド砥粒 
軸部 ：ステンレス 402J、ステンレス 306 

 

【使用目的又は効果】 
微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部を持
ち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削す

るために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、
陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。 
 

【使用方法等】 
〇 本品を使用する際は保護手袋、保護メガネ、保護マスク等を
着用すること。 

〇 使用目的以外の目的で使用しないこと。 
〇 正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。 
〇 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。 

〇 形態変更や改造はしないこと。 
〇 使用前に必ず洗浄・滅菌【保守・点検に係わる事項】を参照す 
ること。 

〇 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥し 
ないうちに、直ちに洗浄液に浸漬すること。 

〇 本品にはニッケルとクロムが含まれる。ごく少数ではあるが、 

これらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合がありま 
す。アレルギー反応が生じた場合は、医師の診断を受けるこ 
と。 

〇 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以 
上の力を加えないこと。 

 

 
 
 

 

【保守・点検に係る事項】  

〇 使用前に製品を点検し、錆、変形、損傷、劣化等の異常が見ら

れた場合は、使用しないこと。  

〇 使用後は、ハンドピースから取り外して、洗浄、消毒、滅菌を 

行うこと。 

 

＜洗浄＞  

使用後は、出来るだけ早くに血液、組織などの異物を除去し、洗

浄を行う。血液等が乾燥してバーに付着している場合は、ブラシ
や超音波洗浄を使用するなどして洗浄する。  

 

＜滅菌方法＞  

本品を滅菌トレイに置き、高圧蒸気滅菌（134℃、6分以上）を行
う。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
＜保管方法＞ 

〇 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的 

負荷）及び汚染を受けないように保管すること。 

〇 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理す

ること。 

 

【製造販売業者】 

＜製造販売業者＞ 

有限会社 デントレード 

TEL：072-620-0523 

 

＜外国製造業者＞ 

チェンドゥ サニー メディカル イクイップメント 

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd. 

（国名：中華人民共和国） 

【警告】 

〇高速回転下で使用するため、使用中に破折し、人体を傷つけ 

るおそれがあるので使用上の注意を厳守すること。 

〇過度の加圧で使用した場合には、発熱の原因につながり、人 

体を傷つけるおそれがあるので、ソフトタッチ（適正作業 

加圧）を厳守すること。 

 
 
 【禁忌・禁止】 
〇ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の 
既往症のある患者には、使用しないこと。 

〇本品に変形、損傷、劣化等の異常が見られた場合は、使用 
しないこと。 

〇最大回転数を超えた使用はしないこと。最大回転数を超え 

た場合は破折しやすくなり、人体を傷つける恐れがある。 
〇本品の形態変更や改造はしないこと。 
 

 

 

作業部 軸部（シャンク） 


